
 

□廃校の場合，「３」を記入します。 

□学校教育法第 73 条により当該

学校が教育の対象としている全て

の障害種別について「1」を記入し

ます。 

当該学校が教育の対象としている

障害種別は，学校教育法施行規則第

119 条により，必ず学則その他の

設置者の定める規則に記載されて

いますので，当該規則のとおり記入

します。 

□私立学校等で学校教育法上の職名を用いていない場

合，下記により職務内容で判断してください。 

･副 校 長：校長を助け，命を受けて校務をつかさどる。 

･教   頭：校長及び副校長を助け，校務を整理し，及

び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。 

･主幹教諭：校長，副校長及び教頭を助け，命を受けて

校務の一部を整理し並びに生徒の教育を

つかさどる。 

･指導教諭：生徒の教育をつかさどり，並びに教諭その

他の職員に対して，保育の改善充実のため

に必要な指導を行う。 

･教    諭：生徒の教育をつかさどる。 

･助 教 諭：教諭の職務を助ける。 

･養護教諭：生徒の養護をつかさどる。 

･養護助教諭 

：養護教諭の職務を助ける。 

･栄養教諭：生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。 

･講    師：教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 

□各欄の区分については以下の者を記入します。 

･事務職員：主事，事務主事等の名称で発令されている者，又は，主事補，事務主事補，事務補佐員，事務補助員等の名称で発令

されている者。 

･技術職員：技術的職務に従事する者をいいます。 

･寄宿舎指導員：寄宿舎で児童生徒の養育に当たる者（学校教育法第 79 条） 

･実習助手：学校教育法第 60 条第 2 項及び第 4 項の規定により実験又は実習について教員の職務を助ける者。 

･養護職員（看護師等）：看護師（准看護師含む） ，保健師など養護をつかさどる職員。 

･学校栄養職員：学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員。（学校給食法第 7 条） 

･学校給食調理従事員：「学校栄養職員」以外の学校給食の調理に従事する者。 

･用務員：学校の環境の整備その他の用務に従事する者。 

･警備員・その他：学校警備員，運転手，介助職員（教育職俸給表適用者を除く。）等を含めます。 

□正しい番号が記入されていますか。 

□国立の特

別支援学校

の場合，「校

長」は原則

兼務者とな

ります。 

□本務者には休職者，産休者及び育児休業者並び

に産休代替者及び育児休業代替者を含めます。た

だし，兼務者にはこれらの者は含めません。 

□国立及び私立の学校では全て「そ

の他の者」に記入します 

□公立学校のみ記入します。「負担法による

者」とは，都道府県費負担に係る都道府県立

学校の職員及び市町村立学校職員給与負担

法（指定都市においては義務教育費国庫負

担法）による職員をいいます。 

□非常勤講師は兼務

者として扱います。 

□校長が 0 名あるいは 2 名の場合は，調査票欄外に理由

を簡潔に記入してください。(例 校長休職中のため 等)な

お，校長が 2 名(いずれも本務者)の場合は，「9」欄及び

「11」欄に該当がないか必ず確認してください。 

□部主事≦「17 通学状況別在学者数」の部の

数（数値の記入のある行の数）となっています

か。なお，一つの部に 2 名の部主事を配置して

いる場合はこの限りではありませんが，その旨

を欄外に簡潔に記載してください。 

□教諭，助教諭のうち，担当している障害種別について，

相当する特別支援領域の免許状(普通免許状又は臨時免

許状)を有している者の数を記入します。 

・「担当している障害種別」とは，「5 障害種別」で記入

した障害種別のうち，当該教員が担当している障害種別

となります。 

・複数の障害種別を対象とする場合は，それら全ての特

別支援領域の免許状を有する者のみ，実数で記入しま

す。 

・休職中等により，担当する障害種別が定められていな

い者については，「5 障害種別」に対応する免許状を全

て有している場合のみ便宜計上の対象とします。 

□小学校，中学校，高等学校から転入し

てきた児童生徒及びこれらの学校に転

出した児童生徒数を記入します。 

また，小学校(小学部)又は中学校(中学

部)を卒業(修了)後に中学部（中学校）又

は高等部(高等学校)へ進学した者も含め

ます。 

ただし，特別支援学校相互の転入者転出

者は含めません。 

□学校に籍はあるが，例えば教

育委員会事務局，教育研究所，

公民館，理科センターに専ら勤

務する者や国立大学附属学校へ

派遣されている者をいいます。 

□･留学者：国内又は外国の大学及び教育研究所へ研修のため 6 ヶ

月以上継続して派遣されている者(国立大学附属学校へ派遣されて

いる者を除く。)。 

･海外日本人学校派遣者：長期研修出張の扱いで文部科学省の委嘱に

より，在外の日本人学校又は補習授業校に派遣されている者。 

□廃校であっても，該当者がいる場合は記入します。理由については以下を参照してください。 

･病気：本人の心身の故障(けがを含む。)により，入院，通院，自宅療養のため長期欠席した者。(自宅療養とは，医療

機関の指示がある場合のほか，自宅療養を行うことが適切であると児童生徒本人の周囲の者が判断する場合

も含みます。) 

･経済的理由：家計が苦しくて教育費が出せないとか，生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠

席した者。 

･不登校：何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因･背景により，生徒が登校しないあるいはしたくと

もできない状況にある者（ただし，「病気」や「経済的理由」による者を除く。）の数。なお，欠席状態が長

期に継続している理由が，学校生活上の影響，あそび･非行，無気力，不安など情緒的混乱，意図的な拒否

及びこれらの複合であるものとします。 

･その他：上記「病気」，「経済的理由」，「不登校」のいずれにも該当しない，あるいは欠席理由が 2 つ以上あり主た

る理由が特定できない者。 

□「6 教員数」のうち，教諭，助教諭，講師

について，その教員が担当する学級の障害

種別により該当欄に計上します。 

・重複障害学級については主たる障害種別

のみ計上し，併せ持つ障害種別には計上し

ません。主たる障害種別とは，当該学級の学

級編制上，主たる教育の対象としている障

害種別をいいます。 

・複数の学級を担当している場合は該当す

る全ての障害種別に計上します。その際，重

複障害学級が含まれる場合は，上述の取扱

となります。 

□私立特別支援学校等で本項目の職名を

用いていない場合，下記により職務内容

で判断してください。 

･教務主任：校長の監督を受け，教育計画

の立案その他の教務に関す

る事項について連絡調整及

び指導，助言に当たる。 

･学年主任：校長の監督を受け，当該学年

の教育活動に関する事項に

ついて連絡調整及び指導，助

言に当たる。 

･保健主事：校長の監督を受け，中学校に

おける保健に関する事項の

管理に当たる。 

･生徒指導主事 

：校長の監督を受け，生徒指導

に関する事項をつかさどり，

当該事項について連絡調整

及び指導，助言に当たる。 

･進路指導主事 

：校長の監督を受け，生徒の職

業選択の指導その他の進路

の指導に関する事項をつか

さどり，当該事項について連

絡調整及び指導，助言に当た

る。 

･学科主任：校長の監督を受け，当該学科

の教育活動に関する事項につ

いて連絡調整及び指導，助言

に当たる。 

･農 場 長：校長の監督を受け，農業に関

する実習地及び実習施設の

運営に関する事項をつかさ

どる。 

･寮務主任：校長の監督を受け，寮務に関

する事項について連絡調整

及び指導，助言に当たる。 

･司書教諭：学校図書館法第 5 条の規定に

よる司書教諭の資格を有して

いる者で，学校図書館の専門

的職務に従事する者として発

令を受けている者。 

･自立活動担当教員 

：教育職員免許法施行規則第

63 条の 2 の規定により特別

支援学校の自立活動の教諭

の一種免許状を授与されて

特別支援学校において自立

活動を担任している教員及

び前期の免許状は有してい

ないが，特別支援学校におい

て専ら自立活動を担任して

いる教員。 

･舎  監：校長の監督を受け，寄宿舎の

管理及び寄宿舎における児

童等の教育に充たる教員。 

□育児休業教員≧育児休業代替教員となっていますか。

なお，育児休業教員 1 名に対し，代替教員(本務者に限

る)を 2 名配置している場合等はこの限りではありませ

んが，その旨を調査票欄外に簡潔に記入してください。 

 

□育児休業教員≧育児休業代替教員となっていま

すか。なお，育児休業教員 1 名に対し，代替教員

(本務者に限る)を 2 名配置している場合等はこの

限りではありませんが，その旨を調査票欄外に簡

潔に記入してください。 
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